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当初 ３～５月補正 ６月補正

H28熊本地震 R2.7月豪雨災害
新型コロナ感染症

［億円］６月 補 正 後 予 算 額 の 推 移

骨
格

６月補正額 ９２

冒頭提案分 ８２

追加提案分 １０

骨
格

骨
格

3～5月補正額 0.04

３ 令和７年度６月補正予算(追加提案分)の概要

※表示単位未満を四捨五入しているため、合計が合わないことがある

（➂の財源内訳） 国庫支出金 1,030(※)
※うち重点支援交付金 1,005

【補正規模】 （単位：百万円）

・現計予算額 ８44,800（①）

・６月補正予算額(冒頭提案分) 8,204（②）

・６月補正予算額(追加提案分) 1,030（③）

６月補正後予算額(①+②+③) 854,034（①）

１



○ 国の「米国関税措置を受けた緊急対応パッケージ」に基づく地域の実情に応じた生活者・事業者への支援に必要な

事業について、補正予算を計上

４ 令和７年度６月補正(追加提案分)に係る主な事業
予算額10億30百万円(－）
※( )内の計数は一般財源。以下同じ

1 エネルギー価格高騰に対する支援 10億円（-）

2 農林水産事業者への支援 5百万円（-）

Ⅰ 地域の実情に応じた支援

★

（内容） ★…個別資料あり

※表示単位未満を四捨五入しているため、合計が合わないことがある

10億5百万円(-)

２

1 農林水産事業者への支援 25百万円（-）

Ⅱ その他 25百万円(-)

★

★



Ⅰｰ1 エネルギー価格高騰に対する支援
【地域の実情に応じた支援】

予算額10億円（－）
エネルギー価格高騰対策生活者緊急支援事業[消防保安課]
エネルギー価格高騰対策緊急支援事業［エネルギー政策課］

１ ＬＰガスを利用する生活者への緊急支援
市町村が単独事業として実施するＬＰガス使用世帯の負担軽減

につながる事業について、対象事業費の1/2を補助

○全体事業費：9億22百万円（県事業費：4億61百万円）

○負担割合：県1/2  、市町村1/2

○事業内容：LPガスを利用する1世帯当たり2,000円を支援

○事業主体：市町村

○事業期間：令和7年度

２ ＬＰガスを利用する事業者への緊急支援
県内のＬＰガス利用事業者に対し、定額又は使用量に応じた

支援を実施
○全体事業費：1億74百万円 ○負担割合：県10/10
○事業内容：１事業者あたり4,000円を支援

※但し、高圧ガス保安法に基づく貯蔵施設（3t以上）の許
可及び届出事業者は、毎月の使用量に0.8円/㎥を乗じた
額を支援

○実施主体：県 ○事業期間：令和7年度
［これまでの支援と今回の比較］

３ 特別高圧受電契約事業者への緊急支援
県内の特別高圧受電契約事業者に対し、使用量に応じた支援

を実施
○全体事業費：3億65百万円 ○負担割合：県10/10
○事業内容：電気使用量に0.5～0.6円を乗じた額を支援
○実施主体：県 ○事業期間：令和7年度

［これまでの支援と今回の比較］

支援スキーム

県
市町村

生活者支援事業

補助

LPガス
使用世帯

【これまでの支援と今回の比較】

○ 令和５年度に国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の支援対象となっていないＬＰガス使用世帯、ＬＰガス
利用事業者及び特別高圧利用事業者に対して県が支援制度を創設

○ 今回、米国関税措置を受けた緊急対応パッケージに基づく国の事業（対象期間：令和７年７～９月）と期間を合
わせ、引き続き事業を継続することで、エネルギー価格高騰の影響の緩和を図る

重点支援交付金

重点支援交付金

３

重点支援交付金

対象世帯 支援規模 支援期間

令和５年度６補 約45.2万世帯
約32.6億円
（事務費含む）

R5.1～９
（9か月間）

令和５年度１２補 約45.2万世帯
約23.6億円
（事務費含む）

R5.10～R6.4
（7か月間）

令和6年度２補 約43.9万世帯
約26.5億円
（事務費含む）

R6.8～10、R7.1～3
（6か月間）

今回事業 約41.1万世帯
約9.2億円

（事務費含む）
R7.7～9
（3か月間）

2,000円
（県：1,000円、市町村：1,000円）

※平均的家計における負担増：
　令和5年度6補   ：（価格上昇具合）74.6円/㎥　×　（月平均使用量）9.1㎥　＝　（負担増）約679円/月
　令和5年度12補 ：（価格上昇具合）65.3円/㎥　×　（月平均使用量）9.1㎥　＝　（負担増）約594円/月
  令和６年度2補   ：（価格上昇具合）94.3円/㎥　×　（月平均使用量）9.1㎥　＝　（負担増）約858円/月
　今回        　　　　：（価格上昇具合）99.7円/㎥　×　（月平均使用量）9.1㎥　＝　（負担増）約907円/月

支援額

6,000円
（県：3,000円、市町村：3,000円）

4,000円
（県：2,000円、市町村：2,000円）

5,000円
（県：2,500円、市町村：2,500円）

事業者数 支援規模 支援期間

令和５年度９補
約11億円

（事務費含む）
R5.1～９
（9か月間）

令和５年度12補
約4億円

（事務費含む）
R5.10～R6.4

（7か月間）

令和６年度２補
約3億円

（事務費含む）
R6.8～10､R7.1～3

（6か月間）

今回事業 同上
約2億円

（事務費含む）
R7.7～9
（３か月間）

※各行下段は高圧ガス保安法に基づく貯蔵施設（3t以上）の届出を行う事業者

支援額

40,000円
使用量×3.0円

15,000円
使用量×1.5円

10,000円
使用量×1.5円（8－10月）、使用量×0.8円（1－3月）

約２万５千件
47件

4,000円
使用量×0.8円

事業者数※ 支援規模 支援期間

令和５年度９補 約31億円
R5.1～９
（9か月間）

令和５年度12補 約14億円
R5.10～R6.4

（7か月間）

令和６年度２補 約10億円
R6.8～10､R7.1～3

（6か月間）

今回事業 同上 約4億円
R7.7～9
（３か月間）

０．５円/kWh（７、９月）、0.６円/kWh（８月）

１．０円/kWh（8－9月）、0.7円/kWh（10月）

0.7円/kWh（1-2月）、0.4円/kWh（3月）

約１４０件

※経済産業省・資源エネルギー庁データより推計

支援額

1.8円/kWh

0.9円/kWh



４

電気料金の高騰分の1/2補助

Ⅰ-2、Ⅱ-1 農林水産事業者への支援
【地域の実情に応じた支援】【その他】

○ 農業水利施設は、食料安全保障や国土保全、健全な水循環の維持・形成などに寄与しているが、維持管理費に占め
る電気料金等の割合が高いことから、施設管理者への影響が大きい

○ 足元の影響を緩和し、農業水利施設の機能の安定的な発揮を図るため、電気料金等の高騰分の一部を支援する

○全体事業費：46百万円（県事業費：30百万円）

○事業内容：
(1)農業水利施設省エネルギー化推進事業 36百万円（県事業費：25百万円）

省エネルギー化に取り組む施設管理者に対し、電気料金等の高騰分の7割を
補助

【支援対象施設】
①基幹水利施設管理事業又は水利施設管理強化事業の対象施設
②維持管理に占める電気料金等の割合が25％以上の施設管理者が管理する施
設

(2)農業水利施設電気料金高騰対策事業 10百万円（県事業費： 5百万円）
土地改良区が管理する(1)の対象とならない農業水利施設の電気料金の高騰

分の5割を補助
○負担割合：(1)国7/10、市町村等3/10

(2)県1/2 、土地改良区1/2
○事業主体：(1)市町村、土地改良区等、(2)土地改良区
○支援期間：(1)(2)令和7年6月1日から9月30日まで

＜現状・課題＞ ＜事業概要＞

○ 電気料金等の高騰に伴い、農業水利施設の

施設管理者の負担は増加

○ 維持管理費の負担増に伴い、運転回数の減

など農業水利施設の機能の不安定化による農

作物への影響や、経常賦課金の上昇による農

家等の経営圧迫が懸念

○ 農業水利施設の機能を安定的に発揮させ、

農業生産性の低下、農家の支出増加による経

営圧迫を防ぐため、足元の影響を緩和させる

ことが必要

(1)の事業

＜イメージ図＞

国

市町村、土地改良区等

土地改良区

県

(2)の事業

電気料金等の高騰分の
7/10補助

重点支援交付金

市
町
村

農業水利施設（排水機場）の全景・内観

予算額30百万円（－）
［農地整備課］


